




研究の要約

先天性股関節脱臼症検診の効果を評価するため、岐阜県内 2保健所管内の全市町村、およ

び 1 市の最近の 3 または 4 か月健康診査時における股関節脱臼症検診の結果(n=2,752)を

もとに決定樹(判断樹、decision　tree)を作成した。結果としての股関節脱臼症の評価の

ために、医療関係者と非医療関係者を対象に重症、軽症の股関節脱臼症を点数化してもら

い、それをもとに決定樹を完成させたところ、検診の効果があるとは言えなかった。今回

の仮定を用いると、検診の効果が認められるためには、非受診群から 0.4%の重症股関節

脱臼症者が出るか、1.2%の軽症者が出る必要がある。股関節脱臼症の点数化は医療関係者

の方が非医療関係者より低かったが、どちらの値を用いても決定樹による判定には差がな

かった。


